
 
 

別表３ 【判定料金】 

 

省エネルギー消費性能適合判定業務料金表（消費税込） 

 

モデル建物法 

延べ面積 工場等以外 工場等 

300㎡～2,000㎡以内 132,000円 66,000円 

 

標準入力法（主要室入力法を含む） 

延べ面積 工場等以外 工場等 

300㎡～2,000㎡以内 330,000円 176,000円 

 

※ 延べ面積の算定については、建築基準法の規定により算定する延べ面積と

する。 

※ 一つの確認申請に適合性判定対象建築物が複数棟ある場合、各棟ごとの料

金の合計額を徴収する。 

※ 複合建築物（住宅部分と非住宅部分を有する建築物）の場合、非住宅部分に

より料金を徴収する。 

※ 計画変更の料金は、判定料金の２分の１の額とする。 

※ 軽微変更該当証明の料金は、判定料金の２分の１の額とする。 

※ なお、住宅部分の図書等を所管行政庁へ送付する必要がある場合は、事務手

数料として11,000円（消費税込）を各棟ごとに徴収する。 

※ 建築物全てが省エネ計算対象外の室のみで構成されている場合、又はモデ

ル建物法を使用する際にその対象となる室がない場合は、一律33,000円（消

費税込）とする。 

なお、計算対象となる室がある場合で、計算対象となる設備が設置されてい

ない場合、又は計算の省略ができる設備のみが設置されている場合も同様と

する。 

  


